
（単位：円）

収入額 所得額 収入額 所得額 収入額 所得額

0 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000

1 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000

2 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000

3 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000

4 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000

5 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000

＜所得額：下記の合算額＞

○児童扶養手当施行令第４条第１項による所得額

○児童扶養手当施行令第３条に定める金品等の額の８割相当額（一円未満四捨五入）

費用として受け取った金品等の所得額の８割相当額（一円未満四捨五入）

令和７年度　児童扶養手当所得制限限度額表

本　　　　人 配偶者・扶養義務者

全部支給 一部支給 孤児等の養育者

都道府県民税の総所得金額＋退職所得金額＋山林所得金額＋土地等に係る事業所得等の金額

＋長期・短期譲渡所得金額及び商品先物取引に係る雑所得等

※給与所得又は、公的年金に係る雑所得を有している者は、さらに１０万円控除すること。

　当該金額が０を下回る場合には０とする。

請求者が母である場合、その監護する児童の父から対象児童について扶養義務を履行するための

扶養親族等の数



＜控除できる額＞

控除の種類 本人
　配偶者　・　
扶養義務者

雑損控除 相当額 相当額

医療費控除 相当額 相当額

小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額

配偶者特別控除 相当額 相当額

障害者控除 ２７万円 ２７万円

特別障害者控除 ４０万円 ４０万円

勤労学生控除 ２７万円 ２７万円

寡婦控除
２７万円（母の
場合は除く）

２７万円

ひとり親控除
３５万円（父母
の場合は除く）

３５万円

社会保険・生命保険料控除 ８万円 ８万円

係数

一子目 48,050 0.0264029 

二子目以降 11,350 　　※｛　｝内は十円未満四捨五入 0.0040719 

備　　　　考

火災等の損失分の控除

配偶者の所得により控除額が異なる（最高４８万円）
※令和元年分以前は３８万円

おおむね障害基礎年金２級程度

おおむね障害基礎年金１級程度

学生で所得が７５万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が１０万円以
下

老年者に該当せず所得が基礎控除以下の子を扶養

下記３点を満たす場合
・合計所得金額500万円以下であること。
・生計を一にする所得が基礎控除以下で、ほかの人の同一生計配偶者
や扶養親族になってない子がいる。
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない。

一律８万円

一部支給額計算式

－｛（所得額）－（所得制限限度額【下限】）｝×係数


